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～妨害停止も危険運転「第２条に２類型を新～妨害停止も危険運転「第２条に２類型を新～妨害停止も危険運転「第２条に２類型を新～妨害停止も危険運転「第２条に２類型を新設」～設」～設」～設」～ 

２つの類型を新設（法２条）２つの類型を新設（法２条）２つの類型を新設（法２条）２つの類型を新設（法２条）    

 通行を妨害する目的で 

 ① 重大事故につながるスピードで走行している相手の車の前方で停止 

したり、著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 

 ② 高速自動車国道又は自動車専用道路で、走行中の車の前方で停止した 

り、著しく接近したりし、その車を停止又は徐行させる行為 

静 岡 県 警 察 

２分類を新設 


